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石 川 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 二 十 四 号

石 川 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 に 次 の 一 一項 を 加 え る 。

4 会 派 の 代 表 者 及 び そ の 所 属 議 員 は 、 前 三 項 の 規 定 に よ り 収 支 報 告 書 を 提 出 す る と き は 、 当 該 収 支 報 告 書 に 記 載 さ

れ た 政 務 活 動 費 の 支 出 に 係 る 領 収 書 そ の 他 の 支 出 を 証 す る 書 面 の 写 し ( 第 十 一 条 第 一 項 に お い て 「 領 収 書 等 の 写 し 」

と い う 。 ) を 併 せ て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 一 条 の 見 出 し 中 「 収 支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 九 条 」 を 「 第 九 条 第 一 項 か ら 第

三 項 ま で 」 に 改 め 、 「 収 支 報 告 書 」 の 下 に 「 及 び 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 領 収 書 等 の 写 し ( 以 下 「 収 支 報

告 書 等 」 と い う 。 ご を 加 え 、 「 同 条 第 一 項 」 を 「 同 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 次 に 掲 げ る も

の は 」 を 「 何 人 も 」 に 、 「 収 支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 項 各 口 す を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3 議 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 収 支 報 告 書 等 ( 当 該 収 支 報 告 書 等 に 石 川 県 情 報 公 開 条 例

( 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ) 第 七 条 に 規 定 す る 非 公 開 情 報 が 記 録 さ れ て い る と き は 、 当 該 非 公 開 情 報 が 記

録 さ れ て い る 部 分 を 除 く 。 ) を 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 収 支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 及 び 第 三 項 を 削 る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 改 正 後 の 石 川 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 以 後 に 交 付 す る 政 務 活 動 費 に 係

る 収 支 報 告 書 及 び 当 該 収 支 報 告 書 に 記 載 さ れ た 政 務 活 動 費 の 支 出 に 係 る 領 収 書 そ の 他 の 支 出 を 証 す る 書 面 の 写 し

( 以 下 「 収 支 報 告 書 等 」 と い う 。 ) に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 交 付 し た 政 務 活 動 費 に 係 る 収 支 報 告 書 等 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

石 川 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 二 十 五 号

石 川 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 議 会 委 員 会 条 例 ( 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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第 二 条 の 表 総 務 企 画 委 員 会 の 項 中 「 総 務 企 画 委 員 会 」 を 「 総 務 企 画 県 民 委 員 会 」 に 改 め 、 「 企 画 振 興 部 」 の 下 に 「 、

県 民 文 化 ス ポ ー ツ 部 」 を 加 え 、 同 表 環 境 農 林 建 設 委 員 会 の 項 中 「 環 境 部 」 を 「 生 活 環 境 部 」 に 改 め 、 同 表 商 工 労 働 公

安 委 員 会 の 項 中 「 商 工 労 働 公 安 委 員 会 」 を 「 商 工 観 光 公 安 委 員 会 」 に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 石 川 県 議 会 委 員 会 条 例 ( 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ) の 規 定 に よ る 総 務 企 画 委 員

会 及 び 商 工 労 働 公 安 委 員 会 の 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 で あ る 者 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 、 改 正 後 の 石 川 県 議 会

委 員 会 条 例 ( 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ) の 規 定 に よ る 総 務 企 画 県 民 委 員 会 及 び 商 工 観 光 公 安 委 員 会 の 委 員 長 、 副 委

員 長 及 び 委 員 と な る も の と し 、 そ の 任 期 は 、 石 川 県 議 会 委 員 会 条 例 第 二 条 の 二 第 一 一項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 旧 条 例

の 規 定 に よ る 総 務 企 画 委 員 会 及 び 商 工 労 働 公 安 委 員 会 の 委 員 と し て の 任 期 の 残 任 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

3 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 の 規 定 に よ る 常 任 委 員 会 に 付 議 さ れ て い る 事 件 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 、 新 条

例 の 規 定 に よ り 当 該 事 件 を 所 管 す る こ と と な る 常 任 委 員 会 に 付 議 さ れ た も の と み な す 。

事協 ~~
 

石 川 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 三 日

石 川 県 議 会 議 長 j撃米 賢

石 川 県 議 会 規 程 第 一 号

石 川 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

石 川 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 規 程 ( 平 成 十 三 年 石 川 県 議 会 規 程 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 「 第 九 条 」 を 「 第 九 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 」 に 改 め る 。

第 六 条 中 「 第 九 条 各 項 」 を 「 第 九 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 」 に 改 め る 。

第 八 条 の 見 出 し を 「 ( 収 支 報 告 書 等 の 閲 覧 ご に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 収 支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、

「 第 九 条 第 一 項 」 の 下 に 「 か ら 第 三 項 ま で 」 を 加 え る 。

別 記 様 式 第 七 号 中 「 剖 ニ一 滴 伺 片 側 輸 出 叩 型 糊 3 刈 4 4 - H 冨 J 『 が ゆ 主 潮 。 ゅ 」 を 「 剖 三 一 滴 相 片 側 納 部 型 瑚 3 w M ヰ 行 理 斗 ー か 油 繭 瀦 ω

h m 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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